
令和８年度静岡県富士登山規制に関する周知・広報等業務委託仕様書

１ 背景

静岡県では、富士山の開山期間中（例年７月上旬～９月 10 日）、静岡県側の三登山口（富士

宮口・御殿場口・須走口）において登山規制を実施している。

登山規制の実施に当たり、現地での混乱を回避するため、本県側の規制内容について、広く

周知することが必要であり、特に、近年、外国人登山者の増加が著しく、国内在住外国人及び

インバウンド客に向けた周知・広報が重要となる。

富士登山を計画する時点での周知促進に加え、登山規制の実施について知らずに現地に訪れ

た者に対し、主要駅等から富士山五合目までの道中、受付場所等で案内できるような周知・広

報を展開する。

２ 業務の目的

本県側の登山規制の取組及び「静岡県 FUJI NAVI」アプリの利便性を周知することで、同アプ

リへの登録を誘導し、現地での混乱回避を図る。

上記にあわせて、富士登山におけるルール・マナーや富士山の世界文化遺産としての価値を

発信することで、世界遺産である富士山の価値を守り、安全で快適な富士登山の実現を図る。

３ 委託（予定）期間

契約締結日から令和８年 10 月 30 日（金）まで

４ 業務内容

受託者の自由な発想により、次の取組を企画し、周知・広報を実施すること。なお、具体的

な内容（手法・時期・回数等）は、本仕様書「２ 業務の目的」を達成するために、効果的な

内容を提案すること。

（1）基本方針

ア メインターゲット

・国内外の富士登山を検討している登山者（旅マエ～旅ナカ）

※事前（登山の計画段階）及び現地（主要駅等から現地受付まで）での周知・広報を想

定。特に国内在住外国人及び外国人観光客（インバウンド）への旅ナカにおける周知・

広報に重点を置く。

※公共交通機関で富士山に訪れる登山者が利用する可能性が高い主要駅等（新富士駅、御

殿場駅等）での周知・広報は地元観光協会等との連携を想定。

イ 周知内容

・登山規制の概要、意義（富士山の環境の保全及び安全で快適な富士登山の実現を図り、も

って世界遺産富士山の有する顕著な普遍的価値を保全し、後世に継承する）

・入山の条件（事前学習の修了、午後２時～翌午前３時に入山する際の山小屋宿泊、入山料

の納付が義務であること）

・入山の手続（特に「静岡県 FUJI NAVI」アプリの利便性や記念品（缶バッジ）によるインセ

ンティブ等を発信し、アプリの利用を推進し、登録率を向上させる）

・富士山麓等への誘導（世界文化遺産富士山の構成資産や静岡県富士山世界遺産センターな

ど富士山麓等の魅力を発信し、山麓等へ誘導・分散させる）

・富士山寄附金の募集（開山期間中において富士山五合目現地等で受付可能なことや記念品

（木札）によるインセンティブ等を発信することで、寄附を促進する）

※上記については、本仕様書「13 令和８年度 静岡県の取組方針（参考）」を参照。



（2）SNS 活用

・富士登山規制の取組や富士山におけるルール・マナー、富士山の世界文化遺産としての

価値や富士山麓等の魅力に関するコンテンツ（テキスト、画像等）を企画、制作すると

ともに、投稿スケジュール設定し、次の媒体で発信・運用を行うこと。

・原則、全ての投稿は日本語と英語で発信すること。

（静岡県富士山世界遺産課Ｘ）

アカウント名：静岡県 富士登山安全情報 X（@fujitozan_anzen)

通常の発信内容：富士登山安全情報

（静岡県富士山世界遺産課 Instagram）

アカウント名：静岡県富士山世界遺産課 (@fujisan_gurutto)

通常の発信内容：富士山周辺情報（構成資産、山麓観光等）

（3）交通機関内広告

・主要交通機関（富士登山行きバス路線車内での広告等）を利用して富士山へ向かう登山

者に対して、登山規制の取組や富士登山におけるルール・マナー等について、道中にお

ける最終確認の機会として機能させること。

（4）その他、WEB メディアを活用した広報

・上記（2）（3）のほか国内在住外国人及び外国人観光客（インバウンド）に対する効果的

な手法を提案し、実施すること。

（5）効果測定、検証

・各業務におけるデータ収集及び分析を行い、本業務全体の効果を定量・定性的に測定す

ること。

・本業務で得られたデータ、分析結果、考察、および今後の広報戦略に関する具体的な課

題や改善提案を盛り込んだ報告書を提出すること。特に効果が低かった施策や要因につ

いて深掘りし、次年度以降の戦略転換に資する分析を行うこと。

５ 提案に当たって考慮すべき事項

・各種広報媒体・ツールの選定に当たっては、過去の登山者傾向（参考１）を踏まえ、効果的

な内容となるよう留意すること。特に、外国人登山者に対しては、多言語での情報提供を行

い、文化・商習慣の違いを考慮した訴求を行うこと。

・各種印刷物や Web コンテンツ等については、新規の制作を求めるものではなく、可能な限り

別途静岡県で制作した既存媒体（参考２）を有効に活用することができる内容とすること。

（ただし、周知・広報の上で必要な広報媒体の制作を妨げるものではない。）

６ 想定スケジュール（予定）

令和８年６月上旬 事業者決定、打合せ

６月中旬 契約、契約後速やかに周知・広報開始（広報期間は、閉山頃までを予定）

７月上旬～９月 10 日 開山期間（予定）

９月 10 日～ 閉山後、委託業務振返り等

10 月 30 日 契約終期

７ 事業完了の報告等

(1) 全ての業務終了後、速やかに委託業務一切を記録した報告書を提出すること。

(2) あわせて、本業務全体の効果を定量的に分析し、評価・課題について記載すること。

８ 秘密の遵守

受託者(退職者含む)は、個人情報保護法を遵守し、受託期間中又は受託期間終了後を問わ

ず、本業務において知り得た情報（周知の情報を除く）を、本業務の目的以外に使用してはな

らない。また、第三者に開示又は漏洩してはならない。



９ 再委託について

本業務の全部又は一部を第三者へ委託することを禁止する。ただし、業務の品質や生産性を

向上させるために再委託する場合は、書面にて委託者の事前承認を得ることとする。

また、受託者は本業務の契約に基づき受託者が負うものと同様の秘密保持義務を再委託先に

負わせるものとし、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。

10 法令順守

受託者は、各種関係法令に準拠して実施するものとする。特に、個人情報その他機密情報に

ついては、外部からの不正接続及び侵入、情報の漏えい、改ざん、消去、破壊、不正利用等を

防止するための対策を講じること。

11 付記事項

(1) 受託者は、委託者を支援するパートナー企業として、効果的・効率的なＰＲ手法を委託者

と一体となって検討・協議のうえ、決定した広報内容を確実に実施する。

(2) 専任の担当者を配置し、委託者との打合会等に担当者が出席をする。また、電話、メール

等にて迅速かつ確実な連絡体制をとるとともに、委託者から派遣要請があった場合には、２

日以内に担当者を派遣する。

(3) 企画提案等の内容について、委託者と受託者との協議により修正できるものとする。

12 その他留意事項

(1) 契約締結後、この仕様書に記載されていない事項が発生した場合及びこの仕様書に疑義が

生じた場合には、委託者と受託者で協議し、変更内容等について決定するものとする。

(2) 受託者は、業務の目的、背景、課題を十分理解した上で、業務に精通した経験者を管理責

任者に定め、適切かつ十分な人員を配置し業務を遂行すること。

(3) 本業務の実施にあたって要する費用(人件費、諸手当、消耗品、通信運搬費等)はすべて受

託者の負担とする。

(4) 委託者からの改善要求に対して、指定した期限までに改善が見られない場合は、委託者は

契約を解除することができる。

(5) 成果品の権利の帰属については、すべて委託者に属するものとする。

13 令和８年度 静岡県の取組方針（参考）

(1) 富士登山規制の概要

世界遺産である富士山の価値を守るとともに、安全で快適な富士登山の実現を図るため、令

和７年度から開山期中において条例による登山規制を実施している。

区 分 内 容

関係条例
・静岡県富士登山条例（令和７年３月制定）
・静岡県手数料徴収条例（令和７年３月改正）

実施期間
（開山期間）

・須走ルート：７月１日～９月１０日（予定）
・上記以外 ：７月１０日～９月１０日（予定）

規制内容

登山者が、各登山道の５合目に設定する基準点を通過して山頂方面に入山する際
に、以下の条件を付す
・富士山の保全、安全登山に係るルール・マナーの事前学習の修了
・午後２時から翌午前３時までの間の入山は、山小屋の宿泊が必要
・入山料（手数料：一人一回４，０００円）の納付

手 続

原則、次のいずれかの方法による
・富士登山事前登録システム『静岡県 FUJI NAVI』利用
・現地において事前学習及び入山料支払い
※手続を完了した登山者にリストバンド配布



(2) 『静岡県 FUJI NAVI』の概要

(3) 富士山寄附金の概要

世界文化遺産「富士山」の顕著な普遍的価値の後世への継承等のために「富士山寄附金」を

受け付けている。

(4) 静岡県等が独自に行う啓発事業（本事業との連携可能）

①静岡県富士登山規制パンフレット（日/英/中(簡・繁)/韓/ベトナム/タイ/インドネシア）

の制作、配布

②富士登山規制ポスター（環境省・山梨県・静岡県）の制作、配布

③富士登山安全対策動画（日/英/中(簡・繁)/韓/ベトナム/タイ/インドネシア）による啓発

④公式ＨＰやＳＮＳを活用した富士登山安全情報の発信

⑤関係機関のＨＰ等での登山規制情報の発信

⑥富士山麓周遊動画（日/英）による魅力発信

(参考)富士登山規制や世界文化遺産富士山を知るために使用できるサイト

・富士登山オフィシャルサイト https://www.fujisan-climb.jp/

・静岡県富士山入山手続案内サイト https://fujisan223registration.com

・富士山世界遺産公式サイト（世界遺産富士山とことんガイド） https://www.fujisan223.com/

・富士山世界文化遺産協議会サイト https://www.fujisan-3776.jp/

・世界遺産 富士山とことんガイド YouTube チャンネル

https://youtube.com/channel/UCB2huYo9Bh9W2WsdmV0M28Q?si=87jLDRryNVptWhvq

区 分 内 容

受付期間 令和８年５月８日～９月 10 日（予定）

主な機能

・世界遺産富士山の価値、安全登山に必要な知識等に関する事前学習
（eラーニング後、確認テスト等を実施）
・登山者情報等の登録
・入山料決済
・入山証発行（ＱＲコード）
・対応言語：７言語８表記 日/英/中(簡・繁)/韓/ベトナム/タイ/インドネシア
・気象情報のプッシュ配信
・マップ機能を活用した安全登山支援

備 考
・発行された入山証（ＱＲコード）を現地で提示し、電子認証を行う
・現地認証前であれば、登山予定日中までキャンセル可能
・アプリで事前登録した登山者には各登山口で記念品（缶バッジ）を配布

区 分 内 容

寄附金額 １口 1,000 円～

特 典 富士山寄附金を 1,000 円以上納めた方には記念品（木札ストラップ）を配布

受付場所

①現地での受付
・静岡県側富士山五合目３登山口（開山期間中のみ）
・静岡県富士山世界遺産センター
②現地以外での受付
・メール、郵送等による申出

https://www.fujisan-climb.jp/
https://www.fujisan-3776.jp/


登山口別の国内・国外構成比
参考1

「富士山入山管理システム基本分析 最終報告書（2026年9月30日時点）」から一部抜粋
 ※2025年に静岡県における富士登山規制で使用した富士山入山管理システムから取得したデータを基に分析



国内登山者の出身地域区分
（10万人当たり登山者数）
上位10 か国

国内登山者の出身地域区分
上位10 か国



国外登山者の出身地域区分
上位10 か国

国外登山者の出身地域区分
上位10 か国



登山口別の性別構成比

年代の構成比



主な広報媒体・ツール（富士山世界遺産制作）

種類 内容 仕様 イメージ画像

ポ
ス
タ
ー
・パ
ン
フ
レ
ッ
ト

静岡県富士登山規制パンフレット

（日/英/中(簡・繁)/韓/ベトナム/タイ/インドネシア）

Ａ４サイズ

（Ａ３サイズ・

二つ折り）

両面カラー

富士登山規制ポスター Ａ２サイズ

富士山寄附金チラシ

※データのみ
Ａ４サイズ

富士山麓で出会う、信仰と芸術の世界

ポスター・チラシ

※データのみ

（ポスター）

Ａ１サイズ

（チラシ）

Ａ４サイズ

参考２



種類 内容 リンク

Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ン
テ
ン
ツ

富士登山オフィシャルサイト https://www.fujisan-climb.jp/

静岡県富士山入山手続案内サイト

「静岡県ＦＵＪＩ NAVI」ランディングページ
https://fujisan223registration.com

富士山世界遺産公式サイト

世界遺産 富士山とことんガイド
https://www.fujisan223.com/

動
画

世界遺産 富士山とことんガイド

YouTube チャンネル
https://www.fujisan-climb.jp/

https://www.fujisan-climb.jp/
https://fujisan223registration.com
https://www.fujisan223.com/
https://www.fujisan-climb.jp/

